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☞ ２０２５年１月から、希望する離職者のマイナポータルに
「離職票」を直接送付するサービスを開始します！

事業主の皆さまには、お手数ですが、下記のアドレスから適宜ダウンロードしていただき、被保険
者のみなさまへ周知・配付していただきますようお願いいたします。

※内容が改正される場合がありますので、常に最新のものをダウンロードしていただきますよう
お願いいたします。

雇用保険の手続については、以下の情報もご参照ください。

❑雇用保険事務手続の手引
事業主の皆様向けに、雇用保険手続の方法について簡単にまとめたものです。

❑雇用保険に関する業務取扱要領
ハローワークでの雇用保険業務の取扱方法について定めたものです。

その他、雇用保険に関する情報は厚生労働省の雇用保険制度のページもあわせてご覧ください。

茨城労働局

下記アドレス（リンク）からダウンロードが可能です。

❑（事業主の皆さまへ）
２０２５年１月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を
直接送付するサービスが開始します!
「離職票」の直接交付の概要・注意事項等について記載されていますので、

ご確認いただくようお願いいたします。

❑（被保険者の皆さまへ）
２０２５年１月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるように
なります!
「離職票」の直接交付の概要・手順等について記載されていますので、被保

険者の方に周知・配付していただくようお願いいたします。

❑マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付に関するFAQ
被保険者向け、事業主向けのFAQについてまとめたものです。
必要に応じて被保険者へ配布していただきますようお願いいたします。

❑雇用保険制度の改正内容について
制度改正のご案内です。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

・令和６年改正（令和６年法律第26号）
・令和６年改正（令和６年法律第47号）

（注）その他、事業主様向け届出関係の様式、離職者向けパンフレット・リーフ
レットは茨城労働局のホームページからダウンロードをお願いいたします。
雇用保険関係 | パンフレット・リーフレット | 茨城労働局 (mhlw.go.jp)
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